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 説 明 

この案を提出するのは、議会と行政におけるハラスメントの根絶を決意するため

の条例を制定する必要があるからである。 

 

 

 

 



東郷町議会議員及び町長等並びに職員のハラスメント防止及び排除に関する条例 

 ハラスメントは、基本的人権及び個人の尊厳を傷つける重大な人権侵害です。 

 全体の奉仕者として、住民福祉向上のための役割を発揮しなければならない議員・町

長を始めとする全ての職員において、ハラスメントは被害者の能力発揮を阻害し、業務

遂行に悪影響を及ぼします。 

ひいては、住民福祉の質と町のイメージの低下を招き、結果、町民に不利益をもたら

す行為です。 

 全ての職員が、職位・職責にかかわらず、相互に人格を尊重し、感謝の気持ちを忘れ

ず、信頼し合うことで、快適に働くことができる環境を確立するとともに、互いの役割

を十分に発揮できるよう努めます。 

 加えて、ハラスメントが行為者の意図とは関係なく常に生じうることを認識し、ハラ

スメントに対する知識を深め、その防止に努めます。 

 職員が役割を持つことができるのは、まちづくりの主役である町民から信頼があるか

らであり、そうした町民からの信頼を失わないためにも、議会と行政におけるハラスメ

ントの根絶を決意します。 

 この決意が、あらゆる人が「ふるさと東郷」に誇りを持ち、健康で幸せに暮らし続け

られることにつながることを確信し、ここにこの条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハ

ラスメントの被害者への配慮並びにハラスメントに起因する問題の適切な対応につい

て必要な事項を定めることにより、議員、町長等及び職員が職位・職責にかかわらず

、本町の行政運営に携わる者の全ての個人の人権を相互に尊重し、もって快適に働く

ことができる職場環境を確立することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

⑴ 議員 東郷町議会議員をいう。 

⑵ 町長等 町長、副町長及び教育長をいう。 

⑶ 職員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項に規定する一般

職に属する職員（同法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員、同法第２

２条の４第１項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、東郷町職員の定年等に関



する条例の一部を改正する条例（令和４年東郷町条例第３０号）附則第３条第４項

に規定する暫定再任用職員、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第１１０号）第６条第１項の規定に基づき任期を定めて採用された職員及び地方公

共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）の規

定に基づき任期を定めて採用された職員を含む。）で本町に勤務するもの及び国、

他の地方公共団体又は公益的法人等に派遣されているものをいう。 

⑷ 職員等 議員、町長等及び職員をいう。 

⑸ 管理監督者 部長職及び課長職その他これらに相当する職にある職員をいう。 

⑹ ハラスメント 職場における次に掲げる行為をいう。 

ア セクシュアル・ハラスメント 相手方の意に反する性的な言動により、相手方

に不快感を与える行為又はその行為により相手方の勤務環境を害し、若しくは勤

務条件に不利益を与えることとなる行為をいう。 

イ パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業

務上必要かつ相当な範囲を超える言動により、相手方に精神的若しくは身体的な

苦痛を与え、相手方の人格若しくは尊厳を害し、又は相手方の勤務環境を害する

こととなる行為をいう。 

ウ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産、育児若しくは

介護又はその措置を事由とした言動により、相手方の勤務環境を害することとな

る行為をいう。 

エ その他のハラスメント アからウまでに掲げる行為のほか、その意図に関係な

く、人格、尊厳等を侵害する言動により、相手方に対して精神的若しくは身体的

な苦痛を与え、又は相手方の勤務環境を悪化させる行為をいう。 

⑺ 職場 職員等がその職務を遂行する場所（出張先その他職員等が通常業務を遂行

する場所以外で実質的に職場と同視すべき場所、懇親会の宴席その他の実質的に職

場の延長線上にあるもの等を含む。）をいう。 

⑻ ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職場環境が害されること及び

ハラスメントへの対応に起因して職員等がその勤務条件につき不利益を受けること

をいう。 

⑼ 派遣労働者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第２号に規定する派遣労働者であって、

本町の各機関を役務の提供先とするものをいう。 



（町長の責務） 

第３条 町長は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、次に掲

げる事項を実施しなければならない。 

⑴ ハラスメントの防止及び排除に関する周知及び啓発 

⑵ ハラスメントに対応する相談、調査、審議等に関する体制を整備 

⑶ ハラスメントの被害を受けた者（以下「被害者」という。）への配慮 

⑷ ハラスメントに起因する問題が生じた場合における必要な迅速かつ適切な措置 

２ 町長は、ハラスメントに関する相談及び苦情（以下「相談等」という。）並びに相

談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に関し、当該職員が

職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。 

３ 町長は、ハラスメントの事実があると疑われた場合は、自ら誠実な態度を持って疑

惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。 

（議長の責務） 

第４条 東郷町議会の議長（以下「議長」という。）は、議員の代表者として、前条各

項に掲げる町長の責務に準じ、ハラスメントに係る事項の実施に努めなければならな

い。 

（議員の責務） 

第５条 議員は、町民の代表者として、常に高い倫理観を持ち、ハラスメントの防止及

び排除に努めなければならない。 

（管理監督者の責務） 

第６条 管理監督者は、職員の育成及び能力開発が責務であることを自覚し、職場にお

けるハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。 

２ 管理監督者は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置

を迅速かつ適切に講じなければならない。 

３ 管理監督者は、当該管理監督者の所管する組織の職員から相談等及び相談等に係る

調査への協力その他のハラスメントに対する当該職員の対応に関し、当該職員が職場

において不利益を受けることがないように配慮しなければならない。 

（職員の責務） 

第７条 職員は、他の職員に対し、職務遂行上の対等なパートナーとして、互いの人権

を尊重しなければならない。 

２ 職員は、職場におけるハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメン



トに起因する問題が生じた場合においては、管理監督者の指示により必要な措置を迅

速かつ適切に講じるとともに、ハラスメントに係る調査等に協力しなければならない

。 

３ 職員は、良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除並びに被害

者への配慮に努めなければならない。 

（ハラスメントの禁止） 

第８条 職員等は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たること

を理解するとともに、他者に対しハラスメントを行ってはならない。 

（相談等の申出等） 

第９条 職場においてハラスメントを受け、又は目撃し、若しくは把握した職員等又は

派遣労働者は、規則で定めるところにより、次条第１項の規定により町長が設置する

第三者相談窓口又は人事主管課において設置する内部相談窓口に相談等を申し出るこ

とができる。 

２ 議長又は町長は、職員等の申出に対し、当事者、関係職員等への聴き取り等、事実

確認の調査を行い、適正に対処しなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、相談等の申出等に関し必要な事項は、規則で定める。 

（第三者相談窓口の設置） 

第１０条 町長は、前条の申出に対応し、その円滑かつ公正な解決を図るため、第三者

による相談窓口（以下「第三者相談窓口」という。）を設置するものとする。 

２ 第三者相談窓口の業務は、弁護士、公認心理師等の専門的知識を有する者に委託す

る。 

３ 第三者相談窓口は、次の業務を担当するものとする。 

⑴ 申出を受けること。 

⑵ 申出があった案件について、専門的見地から適切な助言等を行うこと。 

⑶ 申出者の了承を得た上で、事実確認のための調査等、問題解決のための必要な措

置を議長又は町長に要請すること。 

（ハラスメント調査委員会の設置） 

第１１条 議長又は町長は、前条第３項第３号の要請又は必要と認める職員等からの申

出に関し、適切な措置について審議するため、規則で定めるところにより第三者によ

る東郷町ハラスメント調査委員会（以下「調査委員会」という。）を設置する。 

（相談等の処理） 



第１２条 管理監督者及び人事主管課の担当職員（以下「管理監督者等」という。）は

、職員等から相談等を受けた場合は、速やかに人事主管部長又は人事主管課長（以下

「人事主管部長等」という。）に報告するとともに、人事主管部長等と連携して当該

相談等について調査等を行い、加害者又は被害者に対する助言等により迅速かつ適切

に措置するよう努めるものとする。ただし、当該相談等に係る調査のために前条の調

査委員会が設置された場合は、この限りでない。 

（プライバシーの保護及び秘密の保持） 

第１３条 管理監督者等、第三者相談窓口の相談員、調査委員会の委員その他申出に関

する業務に携わる職員等は、被害者（申出をした者を含む。）及び関係者のプライバ

シーに十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。 

（不利益取扱いの禁止） 

第１４条 職員等は、ハラスメントに関する相談等を申し出たことを理由として、当該

申出を行った職員等に対し不利益な取扱いをしてはならない。 

（対応措置及び勧告） 

第１５条 議長又は町長は、調査委員会の調査によりハラスメントの事実が確認され、

認定された答申を受けた場合は、次の各号に掲げる加害者に対し、それぞれ必要に応

じて当該各号に定める措置を行うことができる。 

⑴ 議員及び町長等 公表 

⑵ 職員 東郷町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和４３年東郷町条例第

４号）第２条の規定の懲戒の手続による懲戒処分 

２ 議長又は町長は、前項の措置を行った場合は、加害者及び管理監督者に対し、ハラ

スメントの防止及び排除に係る勧告をすることができる。 

（研修等） 

第１６条 議長及び町長は、ハラスメントの防止及びに排除を徹底するため、職員等に

対し、それぞれ必要な研修等を実施しなければならない。 

（事業者等からの要請に係る措置） 

第１７条 議長又は町長は、職員等からハラスメントを受けたとされる事案について、

派遣労働者を雇用する事業者、町と業務委託契約その他の契約を締結している事業者

その他の町が行う事業に関係する事業者等から必要な協力を求められた場合は、この

条例の規定に準じた措置を行うよう努めるものとする。 



（委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

附 則 

この条例は、令和８年１月１日から施行する。 



発議の概要 

１ 制定理由 

  本町の行政運営に携わる者が人権を相互に尊重し、議会と行政におけるハラス

メントの根絶を決意するための条例を制定する必要があるからである。 

２ 主な制定内容 

⑴ 議員、町長等及び職員が職位・職責にかかわらず、本町の行政運営に携わる 

者の全ての個人の人権を相互に尊重し、快適に働くことができる職場環境を確 

立することを目的とすること。（第１条関係） 

⑵ 町長は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するために必要 

な措置を講ずること。（第３条関係） 

⑶ 議長は、議員の代表者として、前条に掲げる町長の責務に準じ、努めなけれ 

ばならないこと。（第４条関係） 

⑷ 議員は、町民の代表者として、ハラスメントの防止及び排除に努めなければ 

ならないこと。（第５条関係） 

⑸ 管理監督者は、職員の育成及び能力開発が職務であることを自覚し、ハラス 

メントの防止及び排除に努めなくてはならないこと。（第６条関係） 

⑹ 職員は、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起 

因する問題が生じた場合は、調査等に協力するほか被害者への配慮に努めなく 

てはならないこと。（第７条関係） 

⑺ 職員等は、ハラスメントが人権侵害に当たることを理解し、他者に対しハラ 

スメントを行ってはならないこと。（第８条関係） 

⑻ 職場においてハラスメントを受け、又は目撃し、若しくは把握した職員等は 

第三者相談窓口又は内部相談窓口に申し出ることができること。（第９条関係 

） 

⑼ 町長は、円滑かつ公正な解決を図るため、第三者による相談窓口の設置する 

こと。（第１０条関係） 

⑽ 議長又は町長は、要請又は申出に関し、適切な措置について審議するため、 

第三者による調査委員会を設置すること。（第１１条関係） 

⑾ 管理監督者及び人事主管課の担当職員は、職員等から相談等を受けた場合は 



、速やかに人事主管部長等に報告するとともに、連携して調査等を行い、迅速 

かつ適切に措置するよう努めるものとすること。（第１２条関係） 

⑿ 申出に関する業務に携わる職員等は、被害者及び関係者プライバシーに十分 

配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。（第１３条関係） 

⒀ 職員等は、申出を行った職員等に対し不利益な取扱いをしてはならないこと 

。（第１４条関係） 

⒁ 議長又は町長は、調査委員会の調査により認定された答申を受けた場合、加 

害者に対し、必要な措置（公表、懲戒処分、勧告）を行うことができること。 

（第１５条関係） 

⒂ 議長及び町長は、職員等に対し、必要な研修等を実施しなければならないこ 

と。（第１６条関係） 

⒃ 議長及び町長は、ハラスメント事案について、派遣労働者を雇用する事業者 

等から必要な協力を求められた場合は、この条例の規定に準じた措置を行うよ 

う努めるものとすること。（第１７条関係） 

⒄ この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めること。（第１８条関係） 

３ 施行期日 

  令和８年１月１日から施行すること。 


